
　

(1）  対応の流れ

事故発生時(学校管理下)における危機管理マニュアル

調布市立国領小学校
 平成２９年１１月

重篤な事案 病院で受診する事案

生活指導部等で事故再発防止について検討・協議

経過記録作成

事故発生

第一発見者による対応

報告

応 急 手 当
校長・副校長・主幹教諭・主任教諭・養護教諭・担任等
※怪我の状況よって報告者は異なる。

他に児童・生徒へ
の指示・配慮等

病院で受診しない事案

○保護者へ連絡
○１１９番へ通報
※１１９番通報でない場合がある

○保護者への連絡
○１１９番への通報
○１１０番への通報

経過観察医療機関で治療

○保護者には必要に応じて連絡する。
○家庭で引き続き経過観察が必要と

思われる場合は，怪我に至るまでの
状況と怪我の状態，学校での経過を
丁寧に説明する。

病院へ搬送
（教職員は，必ず同行する）

必ず，市教委（指導室）
への報告

※保護者に指定の病院
があるか確認する。

日本スポーツ振興センターに
よる保険費用の手続き

※対象の可否を確認する。

緊急職員会議（※市教委も同席する）

児童・生徒への説明と安全指導

マスコミ対応 指導室から事故報
告の作成依頼があ
れば，提出する。

児童・生徒へ
の説明と安全
指導

PTA会長へ
の報告

PTA役員会

学校生活に支
障がないよう
に配慮する。

事故状況検証委員会

事故再発防止検討委員会

病院で受診
（教職員は，原則，同行する）

原則，市教委（指導室）
への報告

指導室への事故報告の提出

保護者の要望で病
院への受診を依頼さ
れた場合には，管理
職の指示により病院
で受診を行う。



　


